
アーツスタッフ養成講座

第1回 知的財産講座

主催：（公財）北九州市芸術文化振興財団 お問合せ：音楽事業課 TEL.093-663-6661 （9：00～1７：00｜土日祝除く）

研修内容は変更となる場合がございます。 最新情報は、響ホールホームページにて随時、ご確認いただきたくお願い申し上げます。

参加募集

文化芸術分野に携わるスタッフの専門性向上と現場対応力の強化を目的とした
講座を開催いたします。 知的財産管理について響ホールで学んでみませんか？

【要事前申込】18歳以上の方はどなたでもお申込みいただけます。

  ＊先着順ではありません。 応募多数の場合は抽選といたします。

◎ インターネット で申し込む
 専用申込フォーム（右記QRコード）からお申し込みください。

◎ 往復はがき で申し込む
 往復はがきに以下の①～⑥をご記入の上、返信用表面にご自身の住所・氏名を明記して

 下記申込先までお申し込みください。

①氏名（よみがな） ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤Eメールアドレス

⑥所属（任意） ※公共文化施設等での勤務があればご記入ください

 申 込 先 : 〒805-0062 北九州市八幡東区平野1-1-1 響ホール内

 （公財）北九州市芸術文化振興財団 音楽事業課 「知的財産講座」係

申込方法

申込締切 ： 5月18日(月)必着 ＊結果は5月下旬頃返信

※お預かりした個人情報は本事業以外の目的で利用、開示することはありません。
※講座当日は記録・広報の目的で撮影を行う場合がございます。

▲響ホールHP

明倫国際法律事務所
代表弁護士・弁理士

田中 雅敏
講 師

北九州市立 響ホール リハーサル室
(北九州市八幡東区平野1-1-1国際村交流センター内）

会 場

2026年6月１７日（水）13：30～15：30日 時

1994年慶應義塾大学総合政策学部卒。1999年弁護士登録、2001年弁理士登録。
毎年、年間で約500社以上の企業に対し、企業法務に関するサービスを提供すると
ともに、法務、管理、人事部門の運用支援を行っている。JETRO、文化庁、農水省等
のエキスパートや委員も務める。

専門分野は、企業法務、知的財産、国際業務、契約法務、労働法務（使用者側）。
これらの分野の実務対応を行うとともに、毎年約50～60本程度のセミナー等の
講師も担当している。

明倫国際法律事務所は、福岡、東京と、海外6カ所に拠点を有し、かつ、世界110都市
以上の独自の提携事務所ネットワークを通じて、国際法務にも広く対応している。

https://www.meilin-law.jp/

＊当日 受付にてお支払いください
受講料 500円（税込）１８歳以上対 象 30名程度定 員

著作権や商標、契約、AI生成物の取り扱いなど、知的財産管理について

実践的な知識を学びます。
内 容

▲申込フォーム
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